保有個人情報訂正請求書

平成　年　月　日

（株）マイクロビジョン行

　　　　　　　　　　　  （ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　住所又は居所

　　　　　　　　　　〒　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　（　　　）　　　

個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、下記のとおり保有個人情報の訂正を請求します。

記

１．訂正を請求する保有個人情報

	訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日
	平成　年　月　日

	開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称
	開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	請求に係る趣旨及び理由
	（趣旨）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（理由）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


２．手数料

　郵送で個人情報訂正請求を行う場合は、事務手数料300円を定額小為替にてご購入の上、本書類と共に同封して郵送してください。
３．本人確認等

　郵送で個人情報訂正請求を行う場合は、本書類と共に本人確認のための書類を同封して郵送してください。同封した本人確認書類の欄にチェックをお願いします。

①いずれか１通のみで有効なもの（写真・現住所・生年月日が記載、有効期限内のもの）。ただし、現住所が異なる場合には、下記③を必要とする。
　□　運転免許証

　表面と裏面のコピー。公安印が鮮明に写っていることをご確認ください。住所変更がある場合の裏面公安印は特に薄いことが多い為、コピーに写っていることをご確認ください。また、記載事項の抹消を行わないでください。

　□　日本国政府発行のパスポート

　顔写真ページと所持人記入欄ページのコピー。氏名変更がある場合は、新氏名が記載された「追記」ページのコピーも必要です。
　□　住民基本台帳カード

　コピー。写真付きの住民基本台帳カードＢバージョンのみ有効です。Ａバージョンは使用できません。

　□　住民票の写し

　コピー。交付後６ヶ月以内のものが有効です。印章が裏面または別紙にある住民票の場合、裏面のコピーも必要となります。家族全員の氏名が記載されている場合、ご自分のお名前に○印をつけてください。

　□　住民票記載事項証明書

　コピーではなく、原本を送付してください。お送りいただいた住民票記載事項証明書は返却できません。

②下記の③の書類とセットで必要なもの。
　□　学生証

　コピー。ただし、有効期限内で生年月日及び現住所が明記されているものに限ります。

　□　カード型健康保険証

　表面と裏面のコピー。カード型健康保険証の場合、住所等の情報記入場所がカード裏面の場合があります。現在お住まいの住所を記載し、表面と共に裏面も必ずコピーしてお送りください。住所が表面に印字されている場合、裏面のコピーは不要です。住所変更がある場合、保険者印がないものは受付できません。
　□　紙型健康保険証

　コピー。被扶養者の方は、ご自身が記載されているページのコピーも必要です。ご自分のお名前に○印をつけてください。保険者印が鮮明に写っているコピーをお送りください。住所変更がある場合、保険者印がないものは受付できません。
　□　各種年金手帳

　基礎年金番号の記載ページと住所記載ページのコピー。

　□　各種福祉手帳

　手帳番号等の記載ページと住所記載ページのコピー。

③住所確認及び本人確認として必要なもの。以下のいずれかの請求書・領収証の原本（６ヵ月以内に発行されたもの）。
　□　電話料金

　原本。作成、発行後６ヵ月以内のものに限ります。携帯電話の請求書もお受付可能ですが、プロバイダーの請求書はご使用になれません。お送りいただいた請求書・領収証は返却できません。
　□　ガス料金

　原本。作成、発行後６ヵ月以内のものに限ります。特に住所記載のないものが多いため、必ず住所の記載をご確認ください。住所記載のないものは受付できません。お送りいただいた請求書・領収証は返却できません。

　□　電気料金
　原本。作成、発行後６ヵ月以内のものに限ります。お送りいただいた請求書・領収証は返却できません。

　□　水道料金
　原本。作成、発行後６ヵ月以内のものに限ります。お送りいただいた請求書・領収証は返却できません。
　














